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国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月11日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�11月1日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 11月1日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�11月1日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 11月1日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�11月1日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 11月1日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月15日）

　これまでふるさと納税を行い確定申告で寄
附金控除を受ける際は、寄附ごとに自治体の
「寄附金の受領書」が必要でした。令和3年分
確定申告からは手続きが簡素化され、国税庁
から指定を受けたふるさと納税サイトを運営
する特定事業者が発行する「寄附金控除に関
する証明書」の添付で済むようになります。

ワンポイント ふるさと納税の申告手続き簡素化

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER
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10 月号─2

　

労
働
者
が
傷
病
に
よ
り
働
く
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
労
働
者
災
害

補
償
保
険
（
労
災
保
険
）
ま
た
は
健

康
保
険
の
保
険
給
付
を
受
け
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
そ
れ
ら
の
保
険
給
付
が
支

給
さ
れ
る
要
件
や
受
給
手
続
き
に
つ

い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

一
　
業
務
上
・
通
勤
中
の
傷
病  

　

傷
病
の
原
因
が
、
業
務
上
や
通
勤

中
の
被
災
等
に
よ
る
も
の
の
場
合

は
、
労
災
保
険
か
ら
休
業
（
補
償
）

等
給
付
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
給
付
の
名
称
は
、
業

務
上
傷
病
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の

は
「
休
業
補
償
給
付
」、
二
以
上
の

事
業
の
業
務
を
要
因
と
す
る
傷
病
の

場
合
は
「
複
数
事
業
労
働
者
休
業
給

付
」、
通
勤
途
中
の
傷
病
に
よ
る
も

の
は
「
休
業
給
付
」
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
ら
を
総
称
し「
休
業（
補
償
）等

給
付
」と
表
記
し
ま
す
。

㈠
　
支
給
要
件

　

休
業
（
補
償
）
等
給
付
は
、
次
の

要
件
を
満
た
す
労
働
者
に
対
し
て
、

休
業
の
第
四
日
目
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。

・　

業
務
上
の
事
由
ま
た
は
通
勤
に

よ
る
傷
病
の
療
養
の
た
め

・　

労
働
す
る
こ
と
が
で
き
ず

・　

賃
金
を
受
け
て
い
な
い

　

休
業
の
初
日
か
ら
第
三
日
目
ま
で

を
「
待
期
期
間
」
と
い
い
、
こ
の
間

は
休
業
（
補
償
）
等
給
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
業
務
上
の
災

害
の
場
合
、
事
業
主
が
、
こ
の
三
日

間
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
に
基
づ
く

休
業
補
償
（
一
日
に
つ
き
平
均
賃
金

の
六
〇
％
）
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、「
賃
金
を
受
け
て
い
な
い
」

は
、
賃
金
を
全
く
受
け
な
い
日
の
ほ

か
、「
賃
金
の
一
部
を
受
け
な
い
日

（
全
部
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
ず
平

均
賃
金
の
六
〇
％
未
満
の
金
額
し
か

受
け
ら
れ
な
い
日
な
ど
）」
を
含
み

ま
す
。

㈡
　
支
給
額

①　

休
業（
補
償
）等
給
付

　

休
業（
補
償
）等
給
付
の
額
は
、「
給

付
基
礎
日
額
の
六
〇
％
×
休
業
日

数
」に
よ
り
算
出
し
ま
す
。

　

給
付
基
礎
日
額
と
は
、
労
働
基
準

法
の
平
均
賃
金
に
相
当
す
る
額
で

す
。

　

複
数
事
業
労
働
者
（
事
業
主
が
同

一
で
な
い
複
数
の
事
業
場
に
同
時
に

使
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
）
に
つ
い

て
は
昨
年
に
制
度
が
改
め
ら
れ
、
令

和
二
年
九
月
一
日
以
降
に
発
生
し
た

傷
病
の
場
合
は
、
複
数
の
就
業
先
の

賃
金
額
を
合
算
し
た
額
を
基
に
し
て

給
付
基
礎
日
額
を
算
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

療
養
開
始
後
一
年
六
か
月
を
経
過

し
た
日
以
後
も
治
っ
て
お
ら
ず
、
一

定
の
傷
病
等
級
に
該
当
す
る
と
き

は
、
保
険
給
付
の
種
類
が
休
業
（
補

償
）等
給
付
か
ら
傷
病（
補
償
）等
年

金
へ
と
切
り
替
わ
り
ま
す
。

②　

休
業
特
別
支
給
金

　

労
災
保
険
に
は
、
保
険
給
付
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
「
特
別
支
給

金
」
の
制
度
が
あ
り
、
休
業
（
補
償
）

等
給
付
を
受
け
ら
れ
る
労
働
者
は

「
給
付
基
礎
日
額
の
二
〇
％
×
休
業

日
数
」
に
よ
り
算
出
し
た
休
業
特
別

支
給
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③　

一
部
負
担
金

　

業
務
上
災
害
の
場
合
は
、
一
部
負

担
金
は
発
生
し
ま
せ
ん
が
、
通
勤
災

害
に
よ
り
療
養
給
付
（
診
察
や
治
療

な
ど
）
を
受
け
る
者
は
、
初
回
の
休

業
給
付
か
ら
一
部
負
担
金
と
し
て

二
〇
〇
円
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

㈢
　
手
続
き

①　

提
出
先

　

休
業
（
補
償
）
等
給
付
の
請
求
書

の
提
出
窓
口
は
、
労
働
基
準
監
督
署

で
す
。

　

請
求
書
に
は
労
働
者
や
事
業
主
の

情
報
の
ほ
か
、
被
災
日
時
や
災
害
発

生
の
原
因
・
発
生
状
況
な
ど
も
記
載

し
ま
す
の
で
、
災
害
が
発
生
し
た
と

き
は
被
災
時
の
状
況
を
記
録
し
て
お

く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

様
式
は
、
労
働
基
準
監
督
署
の
窓

傷
病
に
よ
り

休
業
し
た
と
き
の
保
険
給
付

　︵
労
災
保
険
・
健
康
保
険
︶



3─10月号

口
で
入
手
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
厚
生

労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

②　

時
効

　

休
業
（
補
償
）
等
給
付
は
、
療
養

の
た
め
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
賃
金
を
受
け
な
い
日
ご
と
に
請

求
権
が
発
生
し
、
そ
の
翌
日
か
ら
二

年
を
経
過
す
る
と
、
時
効
に
よ
り
請

求
権
が
消
滅
し
ま
す
。

㈣
　
留
意
点

　
「
業
務
上
」
や
「
通
勤
」
の
際
に
生

じ
た
事
故
は
、
す
べ
て
労
災
保
険
の

保
険
給
付
の
対
象
に
な
る
と
は
限
ら

ず
、
状
況
に
応
じ
て
不
支
給
と
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

例
と
し
て
は
、
業
務
時
間
中
に
業

務
を
離
れ
私
的
な
行
動
を
と
っ
て
い

る
間
に
生
じ
た
事
故
や
、
通
勤
経
路

の
逸
脱
や
中
断
し
た
後
の
事
故
な
ど

で
す
。

　

一
方
、
傷
病
発
生
時
に
業
務
遂
行

中
で
は
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
業

務
と
傷
病
等
の
間
に
一
定
の
因
果
関

係
が
あ
る
と
き
（「
業
務
起
因
性
」
と

い
い
ま
す
。）
に
は
、
労
災
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

例
と
し
て
は
、
業
務
と
関
連
し
た

後
遺
症
な
ど
で
す
。

二
　
私
傷
病  

　

健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
、
私
傷

病
に
よ
り
休
業
し
た
場
合
は
、
傷
病

手
当
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

㈠
　
支
給
要
件

　

傷
病
手
当
金
は
、
次
の
要
件
を
満

た
す
者
に
対
し
、
休
業
の
第
四
日
目

か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

・　

業
務
外
の
傷
病
の
療
養
の
た
め

・　

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い

　

前
述
の
労
災
保
険
の
待
期
は

「
休
・
休
・
出
勤
・
休
・
休
」
の
よ

う
に
待
期
の
途
中
で
出
勤
し
た
日
が

あ
る
場
合
で
も
待
期
を
満
た
し
た
こ

と
と
な
り
、
休
業
第
四
日
目
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
が
、健
康
保
険
で
は「
連

続
」
す
る
三
日
間
の
待
期
が
必
要
で

す
（
待
期
に
は
、
有
給
休
暇
や
公
休

日
を
含
み
ま
す
）。

　

し
た
が
っ
て
、
休
業
開
始
後
三
日

間
の
う
ち
一
日
で
も
出
勤
し
た
日
が

あ
る
と
き
は
待
期
が
完
成
せ
ず
、
連

続
三
日
以
上
の
休
業
を
し
た
と
き
に

初
め
て
待
期
が
完
成
し
、
第
四
日
目

か
ら
支
給
開
始
と
な
り
ま
す
。

㈡
　
支
給
額

①　

原
則

　

傷
病
手
当
金
の
一
日
あ
た
り
の
額

は
、「（
支
給
開
始
日
以
前
一
二
か
月

間
の
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均

し
た
額
）
／
三
〇
×
三
分
の
二
」
に

よ
り
算
出
し
ま
す
。

②　

被
保
険
者
と
な
っ
て
一
二
か
月

に
満
た
な
い
者

　

次
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
用
い
、

そ
の
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金

額
が
支
給
額
と
な
り
ま
す
。

・　

支
給
開
始
月
以
前
の
直
近
の
継

続
し
た
各
月
の
標
準
報
酬
月
額
の

平
均
額
／
三
〇

・　

標
準
報
酬
月
額
の
平
均
額
（
令

和
三
年
度
に
お
け
る
協
会
け
ん
ぽ

の
平
均
額
は
三
〇
万
円
）／
三
〇

　

な
お
、
標
準
報
酬
月
額
の
平
均
額

は
、
保
険
者
（
協
会
け
ん
ぽ
・
各
健

康
保
険
組
合
）ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

㈢
　
支
給
期
間

　

支
給
開
始
し
た
日
か
ら
最
長
で
一

年
六
か
月
で
す
。

　

な
お
、
資
格
喪
失
後
の
継
続
給
付

と
し
て
退
職
後
に
傷
病
手
当
金
を
受

け
る
場
合
も
、
最
初
に
支
給
開
始
し

た
日
か
ら
一
年
六
か
月
が
上
限
で

す
。

　

資
格
喪
失
後
の
傷
病
手
当
金
は
、

資
格
喪
失
日
の
前
日
（
退
職
日
等
）

ま
で
被
保
険
者
期
間
が
継
続
し
て
一

年
以
上
あ
り
、
か
つ
、
資
格
喪
失
日

の
前
日
ま
で
に
傷
病
手
当
金
を
受
け

て
い
る
者
（
ま
た
は
、
受
け
ら
れ
る

状
態
に
あ
る
者
）
を
対
象
と
す
る
も

の
で
す
。

㈣
　
手
続
き

①　

提
出
先

　

支
給
申
請
書
の
提
出
は
、
各
保
険

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

申
請
様
式
は
、
協
会
け
ん
ぽ
の
場

合
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
健
康

保
険
組
合
の
場
合
は
各
健
康
保
険
組

合
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

②　

時
効

　

労
務
不
能
で
あ
っ
た
日
ご
と
に
そ

の
翌
日
か
ら
二
年
が
申
請
の
期
限
で

す
。

㈤
　
留
意
点

　

傷
病
手
当
金
を
受
け
ら
れ
る
者
が

次
の
い
ず
れ
か
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
、
傷
病
手
当
金
が
減
額

ま
た
は
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。

・　

事
業
主
か
ら
の
報
酬

・　

障
害
厚
生
年
金
ま
た
は
障
害
手

当
金

・　

老
齢
退
職
年
金
給
付
（
資
格
喪

失
後
の
傷
病
手
当
金
を
受
け
ら
れ

る
者
が
調
整
対
象
で
す
）

・　

労
災
保
険
の
休
業
補
償
給
付

・　

出
産
手
当
金
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　雇用保険の雇用継続給付等の手続きをす
る際の添付書類が、一部省略されました。
１　通帳等の写し
　育児休業給付金、介護休業給付金、高年
齢者雇用継続給付金の最初の支給申請に当
たっては、申請書の記載内容の確認書類と
して「払渡希望金融機関確認書類（通帳や
キャッシュカードの写し等）」の提出が求め
られていました。
　令和3年8月1日以降は、原則、これを
不要とする取扱いに変更されました。
　なお、手書きで申請書を作成する場合は、
引き続き必要になります。
　対象となる申請書は、次のとおりです。
・　高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続支給申請書
・　育児休業給付金受給資格確認票・（初
回）育児休業給付金支給申請書

・　介護休業給付金支給申請書
２　運転免許証等の写し
　高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳
未満の方を対象とする給付であるため、支
給申請に当たっては、被保険者の年齢を確
認する書類として「運転免許証や住民票の
写し等（以下、添付書類）」の提出が求めら
れていました。
　ハローワークにマイナンバーを届け出て
いる方は、ハローワークにおいて年齢の確
認ができるため、令和3年8月1日以降、
この添付書類を不要とする取扱いに変更さ
れました。
　対象となる申請書は、次のとおりです。
・　高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・　（初回）高年齢雇用継続支給申請書
〈参考〉
　行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律および雇
用保険法に基づき、雇用保険手続の届出に
併せてマイナンバーを届け出ることが義務
付けられています。

雇用保険給付申請時の書類
省略

　母性健康管理指導事項連絡カード（母健
連絡カード）は、働く妊産婦が医師等から
通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、
その指導内容が事業主に的確に伝えられる
よう利用するもので、男女雇用機会均等法
の指針において、その様式が定められてい
ます（令和3年7月から新様式適用）。
　様式には、指導事項・措置が必要な期間・
症状等に対して考えられる措置の例などが
表示されています。
　なお、新様式は厚生労働省ホームページ
からダウンロードできます。
　妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が、
主治医や助産師から指導を受け、その内容
を事業主に申し出た場合、その指導事項を
守ることができるようにするために必要な
措置を講じることが事業主に義務付けられ、
また、母性健康管理措置を求めたこと等を
理由とする解雇等の不利益取扱いをするこ
とが禁止されていることにも注意を要しま
す。

母健連絡カードの様式改正　
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